
  

  

木も れびの森整備・ 管理計画 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

令和７ 年１ ０ 月 

 

相 模 原 市 



  

＜目次＞ 

 

 

１ .  本計画の目的                                                           １  

 

 

２ .  木も れびの森の変遷                                                     １  

 

 

３ .  木も れびの森の将来像                                                     ２  

 

 

４ .  現状と 課題                                                           ３  

 

 

５ .  整備と 管理の視点                                                      ４  

 

 

６ .  整備によ る 効果                                                      ５  

 

 

７ .  ゾ ーニ ン グ （ 目標植生図）                                                  ６  

 

 

８ .  植生別の作業計画                                                 １ ０  

 

   

９ .  今後の進め方                                                 ２ １  

 

 

１ ０ ． おわり に                                                  ２ ２



１１   本本計計画画のの 目目的的   

木も れびの森は、都市部に残さ れた 貴重な 緑地と し て 、多様な 生態系を 育むと と も に、

市民の憩いの場と し て親し ま れて き ま し た 。 し かし 、 近年の大規模な ナラ 枯れ被害の発

生や樹木の高木化・ 老木化が進行する な かで、 森林の健全性が損な われて き て いま す。 

こ う し た 課題に対応し 、 将来にわた っ て 森の価値を 守り 、 次世代へ継承し て いく た め

には、 長期的な 視点に立っ た 整備と 管理が必要です。  

本計画は、「 木も れびの森保全・ 活用計画」 のう ち 、“ 保全” に重点を 置いた 実施計画

と し て 、 具体的な 整備・ 管理の方針を 定める も のです。  

 

２２   木木もも れれ びびのの 森森のの 変変遷遷   
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３３   木木もも れれ びびのの 森森  将将来来像像   

  「 第２ 次相模原市水と みど り の基本計画・ 生物多様性戦略」 に基づき 、 木も れびの森

の将来像は以下のと おり と する 。  

 

第２ 次相模原市水と みど り の基本計画 

  【 水と みど り の将来像】  

〇適切に管理さ れた 森林や里地里山が広がり 、 都市部にも 身近な みど り があ ふれ、 

   安心や安ら ぎ を 感じ ら れる ま ち にな っ て いる  

〇みど り や水辺の拠点を 中心に、 様々な 交流が 行われ、 魅力あ ふれる ま ち に な っ

て いる  

〇木も れびの森は「 みど り の拠点」 に位置付け  

  【 基本方針】  

〇生き も のの暮ら し を 豊か にする 水と みど り の環境づく り  

 

 

 

木も れびの森 将来像 

 

都市部に残さ れた 貴重な 緑地と し て 、「 安全・ 安心」 を 基本に、  

3 つの要素が調和し た 森を 目指し ま す。  

 

 

 

 

 

２



４ 現現状状とと課課題題  

木もれびの森は、都市部に残された貴重な自然環境であり、かつては薪や炭を得るた

めに人の手が加えられ、クヌギやコナラを中心とした雑木林として管理されてきました。  

しかし、都市化の進展やエネルギー利用の変化により、薪炭林としての役割は失われ、

次第に人の手が入らない状態が続いています。その結果、以下のような課題が顕在化し

ています。 

(１)「安全・安心」の観点からの課題 

長年、適切な間伐などの管理が行われてこなかったことにより、樹木の高木化や老木

化が進行し、台風などによる倒木・落枝のリスクが高まっています。 

さらに、平成２９年度以降に発生したナラ枯れの被害は深刻で、これまでにおよそ

2,000 本の被害木を伐採してきました。しかし、依然として森の中にはナラ枯れによっ

て立ち枯れた木や、枯死には至っていないものの弱った状態で危険性が増している木が

多く残っています。 

特に林縁部や散策路沿いなど、道路・住宅地に接する区域や市民が利用する空間では、

安全性と安心感を確保するために、計画的かつ優先的な対応が求められています。 

(２) 生きものの保全と育成に関する課題 

木もれびの森では、多様な動植物が確認されており、生態系ネットワークの拠点とし

て広域的にも重要な役割を担っています。 

しかし、萌芽更新や下草刈りなどが行われなくなったことで、常緑樹への遷移が進ん

でいる箇所やナラ枯れ被害木の伐採によって未立木地が生じている箇所など、森全体の

自然環境が変化しています。 

持続可能な生物多様性を確保するためには、健全な森林環境への再生が不可欠です。

(３) 自然と人のふれあいに関する課題 

「みどりの拠点」としての木もれびの森は、自然とのふれあいや学びの場として大き

な可能性を持っていますが、現在そのポテンシャルが十分に活かされているとはいえま

せん。市民活動や環境学習など、森をより有効に活用するための視点が必要です。 

また、市民ボランティア団体の高齢化や担い手不足といった人材面の課題も顕在化し

ており、今後の森の保全・活用を支える体制づくりが急がれます。 

(４) 周辺住民の良好な住環境に関する課題 

木もれびの森は住宅地に隣接しているため、日照不足や落ち葉の堆積、越境枝、防犯

面での不安など、周辺住民の生活環境にさまざまな影響を及ぼしています。 

自然環境の保全に加えて、都市における森として周辺環境との調和を図る視点が不可

欠です。 
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５  整整備備とと 管管理理のの 視視点点 

木も れびの森の将来像を 実現する た めには、「 安全・ 安心」 を 基本に、 3 つの視点（ ①

生き も のの保全と 育成、 ②自然と 人のふれあ い、 ③周辺住民の良好な 住環境） に基づい

た 整備と 管理が必要です。 それら の視点を 重視し 、 計画的かつ段階的に取り 組んでいき

ま す。  

( １ )  安全・ 安心の視点 

〇樹木の高木化や老木化、 ナラ 枯れによ る 立ち 枯れ木の増加によ る 倒木や落枝を 未然

に防ぐ た め、 林縁部や散策路沿いでは安全確保を 最優先に整備を 行い、 誰も が安心

し て 利用でき る 環境を 整え ま す。  

〇住宅等緩衝区域の整備や樹木の若返り （ 更新） を 通じ て 、 安全で見通し の良い環境

を 整備し 、 市民や周辺住民が安心し て 利用・ 暮ら せる 森づく り を 進めま す。  

( ２ )  生き も のの保全と 育成の視点 

〇ナラ 枯れや森林の高木化や老木化によ っ て 失われつつあ る 生態系の機能を 再生する

た め、 光環境の改善や在来種によ る 植樹、 萌芽更新を 進め、 多様な 動植物が生息で

き る 環境を 整備し ま す。  

〇森全体を ゾ ーニ ン グ し 、 それぞれの区域に応じ た 適切な 整備を 進める こ と で、 広域

的な 生態系ネッ ト ワ ーク の拠点と し て の役割を 維持・ 強化し ま す。  

( ３ )  自然と 人のふれあ いの視点 

〇森の中にあ る 散策路や広場な ど の利用空間について 、 安全面に配慮し な がら 整備を

進め、 市民が自然と 気軽にふれあ え る 環境づく り を 行いま す。  

〇環境学習や自然体験な ど の機会を 創出し 、 森を 学びと 交流の場と し て 活用でき る よ

う 支援体制を 整備し ま す。  

〇市民団体、 学校、 企業、 地域団体な ど と 連携し 、 多様な 主体によ る 森づく り の担い

手を 育て る と と も に、 活動の継続を 支え る 体制づく り を 推進し ま す。  

( ４ )  周辺住民の良好な 住環境の視点 

〇住宅地に隣接し て いる 区域では高木の伐採等を 行い、 低木への転換、 草地管理な ど

を 組み合わせた 住宅等緩衝区域を 整備し 、 住環境と 森と の共存を 目指し ま す。  

４



 

６  整整備備にに よよ るる 効効果果   

こ う し た 視点に基づいて 整備・ 管理を 進める こ と で、 木も れびの森が目指す姿の実現

に向け て 前進する と と も に、 次のよ う な 効果が期待さ れま す。  

( １ )   国際目標「 30by30（ ※1）」 への貢献と 「 ネ イ チャ ーポジ テ ィ ブ（ ※2）」 の推進 

〇森の整備・ 管理を 通じ て 、 生物多様性の保全を めざ す国際目標「 30by30」 に貢献

し ま す。  

〇ま た 、 単な る 自然環境の保全にと ど ま ら ず、 生態系を 回復し 、 自然の豊かさ を 取

り 戻す「 ネ イ チャ ーポジ テ ィ ブ」 の実現にも 寄与し ま す。  

〇さ ら に、 国が推進する 「 自然共生サイ ト （ ※3）」 の認定を 受け る こ と で、 保全の

取組を 広く 発信でき 、 市民の参加促進や森の利活用の可能性が広がり ま す。  

※１  30by30：  

2030 年ま でに地球上の陸と 海の 30％以上を 保全・ 保護する 国際目標 

※２  ネイ チャ ーポ ジテ ィ ブ：  

自然環境の現状維持だけ でな く 、生態系を 回復・ 再生さ せ、自然の豊かさ を 2030

年ま でに回復基調に転じ さ せる こ と を 目指す国際的な 考え 方。  

※３  自然共生サイ ト ：  

30by30 の達成に向け 、生物多様性保全に取り 組む民間や自治体の区域を 国が認

定する 制度。  

 

( ２ )  地球温暖化対策 

〇若い樹木は成長過程で二酸化炭素の吸収量が多いため、 計画的な 樹木の更新や再

生を 進める こ と によ り 、 地球温暖化の防止や脱炭素社会の実現に貢献し ま す。  

 

( ３ )  水源機能の向上 

〇適切な 森林管理によ り 、 水を 蓄え る 力（ 水源涵養機能） が高ま り 、 安定し た 水の

供給や水質の維持に寄与し ま す。  

 

( ４ )  ス ギ 花粉症の緩和 

〇ス ギ 林を 適切に管理する こ と で、 ス ギ 花粉の飛散量を 抑制し 、 花粉症対策と し て

も 効果が期待さ れま す。  
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７  ゾゾ ーーニニ ンン ググ （（ 目目標標植植生生図図））  

木も れびの森の現況の植生や管理状況を 踏ま え 、 将来的に目指す植生ご と にゾ ーニン

グ を 設定し ま す。  

ゾ ーニ ン グ は、 大野台・ 西大沼エリ ア 、 麻溝台エリ ア 、 東大沼・ 若松エリ ア の 3 つに

分けて 、 そ の詳細について は別紙に記載し て いま す。  

 

目標植生の一覧表 

３ 要素の重みづけ

生き も のの
保全・ 育成

自然と 人の
ふれあ い

周辺住民の
良好な 住環境

① 住宅等緩衝区域 13. 0ha ★★★ ★ ★ ★★★

②
落葉広葉樹林

（ 植樹・ 萌芽更新林）
1. 9ha ★★★ ★★ ★★ ★★

③
落葉広葉樹林

（ ゆる やかな 世代交代）
34. 4ha ★★ ★★ ★★ ★★

④
針広混交林

（ 下層植生の育成）
12. 7ha ★★ ★★ ★★ ★★

⑤
広葉樹林

（ 自然遷移型）
8. 6ha ★★ ★★★ ★★ ★★

合計 70. 6ha

目標植生 面積 安全・ 安心

 

６



オルガノ 開発センタ ー

相模原中央緑地

相
模

緑
道

緑
地

大野台中学校

雨水調整池

相模原ゴルフク ラ ブ

東京電力
大沼変電所

どんぐ り の里

大野台小学校

ト イ レ

資材置場

イ ヌ シデ広場

コ ブシ広場

②

②

③
③

③

③

③

③

②

③
④

③

⑤

⑤

④

④

④

④

④

②

植樹地②

③
植樹地①

学校植樹地

②

③

⑤

③

③

④

植樹地③

③

③

④
西大沼2丁目
子ども 森林公園

徳寿庵

グ
リ

ー
ン

ベ
ル

ト

③

②落葉広葉樹

凡例

（植樹・萌芽更新林）

③落葉広葉樹
（ゆるやかな世代交代）

④針広混交林
（下層植生の育成）

⑤広葉樹
（自然遷移型）

ゾーニング（大野台・西大沼）

S＝1/1500（A1）

①住宅等緩衝等区域
（バッファーゾーン）

面的利用区域
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④

②

③
⑤

③
③

③

③

③

⑤

④
④

⑤

③

⑤

P

P

誠心第一幼稚園

P

P

物流センタ ー

相模原ゴ ルフ ク ラ ブ

三和麻溝台

オルガノ

特別養護老人ホーム

東京電力
P大沼変電所

県水道用地

ゾーニング（麻溝台）

S＝1/1000（A1）

②落葉広葉樹

凡例

（植樹・萌芽更新林）

③落葉広葉樹
（ゆるやかな世代交代）

④針広混交林
（下層植生の育成）

⑤広葉樹
（自然遷移型）

①住宅等緩衝等区域
（バッファーゾーン）

面的利用区域
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③

③

③

③

③

③

③

③

③ ③ ⑤

④

④

④ ④

④
慰霊塔

若松憩いの広場

④

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ゾーニング（東大沼・若松）
S＝1/1500（A1）

②落葉広葉樹

凡例

（植樹・萌芽更新林）

③落葉広葉樹
（ゆるやかな世代交代）

④針広混交林
（下層植生の育成）

⑤広葉樹
（自然遷移型）

①住宅等緩衝等区域
（バッファーゾーン）

面的利用区域

９



 

８  植植生生別別のの 作作業業計計画画 

目標と する 植生ご と に、 具体的な 整備・ 管理の作業内容や実施時期を 定めた 計画は、

別紙に記載し て いま す。  

 「 植生別作業計画書」 では、 数十年後を 見据え た 目標イ メ ージ や、 各作業のス ケ ジ

ュ ールを 示し て いま す。  
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 現状と 課題

目標植生①住宅等緩衝区域目標植生①住宅等緩衝区域

 管理目標

樹
高

2
0m

～

 木も れびの森の林縁部では、 樹木と 住宅や道路と の距離が非常に近く 、 高木化・ 老木化の進行によ り 、 倒

木リ ス ク や越境枝、 落ち葉の飛散、 日照阻害など 、 市民の安全確保や生活環境に深刻な影響を 及ぼし てい

ま す

 安全・ 安心を 基本に、 住宅や道路と 林縁部の間を 「 住宅等緩衝区域」 と し て設定し 、 倒木や落枝リ ス ク の

軽減と 、 日照・ 通風など の改善を図り 、 良好な住環境の形成を 目指し ま す

住宅沿いの樹木 道路上へ越境し た枝葉

将来

現況

住宅等緩衝区域

5 ～1 0 m
草地～ま ばら な林を維持する 区域
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 整備・ 維持管理のポイ ント

 こ の区域内で再生し 、 高木へと 成⾧ し そう な樹木については、 原則と し て5年以内に再度伐採し 、 植生

を維持し ていき ま す

 伐採によ り 、 日当たり が変わる こ と で、 ク ズなど のつる 植物やアズマネザサが繁茂し やすく なる ため、

年2回を 目安に下草刈り を 実施し ま す

 開けた空間ができ る こ と によ り 、 オオキン ケイ ギク など の外来植物が侵入する 可能性がある ため、 定

期的に巡視を 行い、 必要に応じ て除去など の管理を行いま す

すべての植生パタ ーンに共通する 林縁部の基本整備と し て、 住宅や道路に隣接する 区域には「 住宅等緩衝区域

（ バッ フ ァ ーゾ ーン） 」 を 設けま す。 必要に応じ て、 散策路沿いにも 同様の整備を行いま す

 緩衝区域の幅は、 原則と し て10m（ 生活道路沿いは原則5m） と し ま すが、 樹木の状態や周辺環境の状況に応

じ て、 基準の幅を 超えて設定する こ と も 可能と し 、 安全性や快適性の向上を図り ま す

 0～5mの範囲では、 高木をすべて伐採し 、 草地や低木を 中心と し た明る く 開放的な管理ゾーン をつく り ま す

 5～10mの範囲では、 高木は伐採及び樹幹伐採など で高さ や密度を低く し 、 見通し の良い草地～ま ばら な林(疎

林)と し 、 万が一倒れても 住宅や道路に被害が及ばないよ う 配慮し ま す。 中木や低木は適宜に残し 、 緩やかな植

生のグラ デーショ ンを確保し ま す

緩衝区域を 整備し た国道1 6 号沿い 緩衝区域を 整備し た住宅沿い

 整備内容

道路・ 住宅
へ越境

5

×： 伐採する 樹木

1 0 m 0

道 路 住宅地 道 路 住宅地

伐採ま たは
樹幹伐採

伐採
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 管理目標

目標植生②落葉広葉樹林（ 植樹・ 萌芽更新林）目標植生②落葉広葉樹林（ 植樹・ 萌芽更新林）

樹
高

20
m
～

アカメ ガシワ ・
ク サギ

アズマネザサ

ナラ 枯れ枯損木

生存木
(単木になり 、 強風な
どで幹折れ発生）

根が腐り 倒木

 現状と 課題

植樹し 成長し たク ヌ ギ・ コ ナラ など

樹
高

1
0～

15
m

 ナラ 枯れによ っ て多く の木が伐採さ れたこ と で、 森の中には高木がほと んど 生えていない未立木地が生じ

ていま す。 こ う し た区域では、 アカメ ガシワ など の生⾧の早い木やツ ル植物が広がり 、 後継樹の育成が妨

げら れていま す

 伐採さ れた木は大径木が多く 、 萌芽は見ら れず、 さ ら に単独で残っ た木は、 台風など によ る 幹折れや倒木

のリ ス ク が懸念さ れま す

 かつて、 木も れびの森に広がっ ていた、 手入れが行われていた雑木林を再生する ため、 植樹から ２ ０ 年を

目安に萌芽更新を順次行い、 豊かな自然環境と 美し い景観を 守る と と も に、 安全に親し める 森づく り を 進

めま す

道路等のそばのナラ 枯れ被害木と 折れ枝 ナラ 枯れ被害木伐採後未立木地

現況

将来（ 20年後）
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STEP 04STEP 03STEP 02

初期整備

（ １ 〜２ 年目）

STEP 01

■散策路の利用等のための安全

確保や次世代樹木の更新を目

的と し て、 高木を伐採し ま す

■コ ナラ やク ヌ ギの苗木を植え

ま す。 苗木は、 木も れびの森

で自然発芽し たも のを 活用し

たり 、 県内産の苗を活用する

など 、 可能な限り 地域性を考

慮し たも のを 選びま す

成⾧促進

（ ２ 〜５ 年目）

■引続き 、 林内の状況を確認し

ながら 、 初期整備と 同様、 樹

幹伐採等を進めていき ま ま す

■苗木や萌芽の成⾧を守る ため、

苗のま わり を中心に下草を 刈

る 「 つぼ刈り 」 と 、 広く 下草

刈り を年2回行いま す

■後継樹や草花の発芽を促すた

め、 落ち葉を熊手など で集め

ま す

森林形成

（ ６ 〜１ １ 年目）

■樹木が成⾧ し て密度が高く

なっ た場合には、 間伐を行い、

光や風の通り 道をつく り ま す

■林床環境や草本層の維持を目

的に、 下草刈り を年2回行い

ま す

成熟期

（ １ １ 〜２ ０ 年目）

■更新対象の切株は、 地上

10cm 程度の高さ で伐採し ま

す。 薪など に活用する には、

直径15～20cm ほど が適し て

いま す

■伐採後は3～4年を 目安に「 も

やかき （ 芽の整理） 」 を行い、

優良な2～3本を選んで育てて

いき ま す

■管理の頻度を 抑えながら も 光

環境を 確保する ため、 年1回

の下草刈り を 継続し ま す

こ のサイ ク ルを 概ね20年ご と に繰り 返す

 整備・ 維持管理のポイ ント

2サイ ク ル目以降は、 高木の伐採は行わず、 萌芽更新や植樹によ って森の更新を 図る

 ナラ 枯れなど で伐採し 未立木地と なっ たス ペース を中心に、 ク ヌ ギやコ ナラ など の苗木を1haあたり 約

1,000本の密度で植樹し ま す

 苗木は、 木も れびの森で自然発芽し たも のを 活用し たり 、 県内産の苗を活用する など 、 可能な限り 地域性

を 考慮し 、 生物多様性を 保全し 持続可能な森づく り を 行いま す

 植樹後の数年間は、 つぼ刈り など の管理作業が必要と なり 手間も かかり ま すが、 苗木の定着にと っ て非常

に重要な時期です

 対象区域内で伐採や除伐の時期をずら すこ と で、 生育段階の異なる 林分が生ま れ、 多様な生き も のがすめ

る 環境につながり ま す。

イ ベント など で植樹を実施し た様子 伐採後に芽吹いた切株（ 萌芽更新）

 整備内容

成長し た苗木
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 管理目標

目標植生③落葉広葉樹林（ ゆる やかな世代交代）目標植生③落葉広葉樹林（ ゆる やかな世代交代）

現況

ク ヌ ギ・ コ ナラ
イ ヌ シデ

イ ヌ ザンショ ウ
コ ブシ ウ ワ ミ ズザク ラ

ミ ズキ

モミ ジイ チゴ

樹
高

20
m～

林冠・ ス カイ ラ イ ン
( 森のこ んも り 感) の維持

樹
高

10
～

15
m

 現状と 課題

 かつて薪炭林と し て利用さ れていた雑木林で、 平地特有の広がり のある 景観が特徴的です。 コ ナラ ・ ク ヌ

ギ・ イ ヌ シデなど 多様な樹種がみら れま す

 造林から 約50～60年経過し 、 樹高20～25m、 胸高直径50～80cmを 超える よ う な大径木が多く 見ら れ、 高木

化・ 老木化によ る ナラ 枯れなど の病虫害の甚大化、 倒木リ ス ク や越境枝、 落ち葉の飛散、 日照阻害など 、

市民の安全確保や生活環境に深刻な影響を及ぼし ていま す

 伐採によ り 開けた空間には、 アカメ ガシワ など の生⾧の早い木やツ ル植物が広がり 、 後継樹の育成が妨げ

ら れ、 将来的に景観や持続可能な緑地環境の維持が困難になる おそれがあり ま す

 下層に育つ将来高木になる 広葉樹を 活かし ながら 、 明る く 安全な雑木林への更新を目指し ま す

 高木・ 中木・ 低木が重なり 合う 階層的な構造をつく り 、 多様な植物が見ら れる 豊かな森を育てま す

大径木が林立する 景観

将来（ 20年後）
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 整備内容

STEP 04STEP 03STEP 02

初期整備

（ １ 〜２ 年目）

STEP 01

■樹高20mを超える 高木につい

て、 幹や太い枝を 剪定（ 樹幹

伐採） し 、 林冠を ひら いて光

が入る よ う にし ま す

■過密になっ ている 立木は間

伐・ 受光伐を行い、 林床ま で

光や風が届く 環境に整えま す

■ムク ノ キ等、 下層に育つ高木

と なる 広葉樹を残し 、 次世代

の主木と し て育てていき ま す

■散策路沿いを中心に下草刈り

を行い、 見通し など の安全性

に配慮し ま す

成⾧促進

（ ３ 〜９ 年目）

■引続き 、 林内の状況を確認し

ながら 、 初期整備と 同様、 樹

幹伐採等を進めていき ま ま す

■過密になっている 立木は間

伐・ 受光伐を 行い、 林床ま で

光や風が届く 環境に整えま す

■残し た亜高木は樹高10～15m

を目指し て自然に育てま す

■下草刈り は引き 続き 実施し 安

全性に配慮し ま す。

■シュ ロ やアオキ等の常緑低木

が多数密生し 見通し を遮って

いる 場合、 適宜除伐し ま す(以

降のフ ェ ーズも 同様）

森林形成

（ １ ０ 〜１ ５ 年目）

■林冠が再び閉じ て光が届き に

く く なっ た場所では、 樹高

20m以上の高木を再度間伐し

ま す

■将来の主林木と し て、 300～

500本/ha程度を 選抜し ながら

育成し ま す

■下草刈り は引き 続き 実施し 安

全性に配慮し ま す。

成熟期

（ １ ５ 〜２ ０ 年目）

■直径15～20cm程度に育った

亜高木を 地上高10cmで伐採

し 、 切株から の萌芽を促し ま

す

■萌芽から 3年後を 目安に「 も

やかき （ 芽の整理） 」 を行い、

良好な2～3本を選んで育てま

す

■下草刈り は引き 続き 実施し 安

全性に配慮し ま す。

こ のサイ ク ルを 概ね20年ご と に繰り 返す

 整備・ 維持管理のポイ ント

 将来的に高木の立木密度が300～500本/ha程度と なる よ う 受光伐を 行い、 下層に育つ将来高木と なる 広葉樹を

育てていき ま す

 樹高10～15m程度、 高木化を 抑えた環境を 整備し 、 明る く 安全な雑木林を 形成し ていき ま す

 散策路沿いは、 倒木や落枝のリ ス ク が高いため、 枯れた木の除去や高木の整理を 重点的に行いま す

 将来の密度を想定し ながら 、 伐採する 樹木と 育成する 樹木を 選択し ま す

1 0 m

1
0

m

残す樹木の配置は、 不等
辺三角形をイ メ ージ

後継樹と
し て育成

1 0 m

1
0

m

将来高木と なる 広葉樹(亜高木)は、 伐採せずに育成し ま す。
3 0 0 ～5 0 0 本(1 0 m ×1 0 ｍの範囲に3 ～5 本程度)を 目安
と し 、 伐採する 樹木と 育成する 樹木を 検討し ま す

後継樹の
発芽・ 育成

伐採

樹幹伐採

受光伐

木の幹や太い枝を途中で切っ て高
さ を 抑える 方法です

高木が過密な箇所を中心にま と め
て伐採し 、 森の中に光を入れま す。

ク ヌ ギ

コ ナラ イ ヌ シデ

イ ヌ シデ

コ ブシ

選択的に除伐

樹幹伐採
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ス ギ・ ヒ ノ キなど

シロ ダモ イ タ ヤカエデ ムク ノ キ

カク レ ミ ノ

ヒ サカキ

シュ ロ

樹
高

2
0
m～

枯れ枝
・ 枯損木

木れも びのでき る 林内

目標植生④針広混交林（ 下層植生の育成）目標植生④針広混交林（ 下層植生の育成）

 現状と 課題

 造林から 約50～60年経過し たス ギ・ ヒ ノ キの針葉樹林で、 ⾧年手入れが行われておら ず、 樹高は20ｍ程度

に育っ ており 、 亜高木や低木層にはアオキなど の常緑低木が優占し 、 見通し が悪く 暗い印象の森と なっ て

いま す

 こ のま ま の状態では、 日照障害など 生活環境への影響が懸念さ れま す

 管理目標

 林内に光が差し 込むよ う 間伐し 、 林内に生育する 高木と なる 広葉樹を 活かし ながら 、 階層構造のある 針広

混交林へと 誘導し 、 良好な住環境と 安全に散策でき る 環境を 確保し ま す

・ 電線や住宅よ り 高く 成長し た針葉樹林

（ 枯損木や枯れ枝が一部あり )

・ 針葉樹が過密と ま ばら な箇所が混在し 、 ま ばら な箇所は

亜高木や中低木が密生し 見通し が悪く 暗い印象

現況

将来（ 20年後）
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STEP 04STEP 03STEP 02

初期整備

（ １ 〜３ 年目）

STEP 01

■過密状態を解消する ため、 3

年かけて選木し 、 ス ギ・ ヒ ノ

キ500本/haを目安に段階的に

間伐を 行いま す

■ムク ノ キ等、 下層に育つ高木

と なる 広葉樹を残し 、 次世代

の主木と し て育てていき ま す

■シュ ロ やアオキ等の常緑低木

が多数密生し 見通し を遮っ て

いる 場合、 選択的に除伐し ま

す

■基本的には林縁を除いて、 下

草刈り を行いま せんが、 後継

樹を覆う ササ類やつる 植物が

目立つ場合には、 必要に応じ

て部分的に刈り 取り ま す

成⾧促進

（ ３ 〜１ ０ 年目）

■樹勢の悪い木があれば適宜伐

採し ていき ま す。

■広葉樹が順調に成⾧する よ う

経過観察を行いま す

■常緑低木が繁茂し てき た場合

は、 2～3年に1回程度の頻度

で間引き を行いま す

■後継樹の成⾧を妨げる よ う な

ササ類やつる 植物が優占し て

き た場合に限り 、 限定的に下

草刈り を実施し ま す

森林形成

（ １ ０ 〜１ ５ 年目）

■林内の状況に応じ て10年後を

目安に再び間伐を 行い、 立木

密度を350本/ha程度に調整し

ま す

■将来の林冠構成種と し て育成

し ま す

■広葉樹の更新に支障がないよ

う 、 常緑低木は適宜整理し ま

す

■こ れま でと 同様に、 ササ類や

つる 植物が後継樹を覆う 場合

に限り 、 必要な範囲で刈り 取

り を行いま す

成熟期

（ １ ５ 〜２ ０ 年目）

■針葉樹・ 広葉樹を合わせた立

木密度を最終的に500本/ha程

度と なる よ う 間伐し ま す

■高木化し た広葉樹は状況に応

じ て伐採し 、 切株から の萌芽

を活用し て次の世代へと 更新

を図り ま す

■引き 続き 、 草本層の状況を 見

ながら 必要な範囲での対応を

継続し ま す

 整備内容

 過密なス ギ・ ヒ ノ キ林を 段階的に間伐し 、 将来的に針葉樹の立木密度を 350本/ha程度と なる よ う 間伐し 、

林床に光が届く 環境をつく り ま す

 広葉樹の成⾧を 促し 、 徐々に針広混交林(針葉樹・ 広葉樹合わせて500本/ha)へと 整備し ていき ま す

 整備・ 維持管理のポイ ント

 一度に多く の木を 伐る と 、 樹木の幹焼けや風によ って衰弱し 枯れて、 倒木の危険性が高ま り ま す。 ま た急

激な間伐で強い光が入る と ササ類やク ズなど が繁茂し 、 見通し が悪く なる 恐れがあり ま す

 間伐や中低木・ 草本の管理をする 際に、 作業の支障と なる も のはある 程度伐採さ れがちですが、 将来を イ

メ ージし て、 高木に育つ広葉樹は伐採し ないよ う 、 あら かじ め育てていく 樹木に印を つける など し て整備

し ていく こ と が大切です

こ のサイ ク ルを 概ね20年ご と に繰り 返す

1 0 年ごと にま と ま った間伐等を 行いま す。
・ 1 ～3 年目： 5 0 0 本／h a (1 0 m ×1 0 ｍの範囲に5 本程度)
・ 1 0 ～1 5 年目： 3 5 0 本／h a

後継樹の育成

将来高木と なる 広葉樹(亜高木)を育て、 針葉樹と 広葉樹のバ
ラ ンス がと れた森を目指し ま す
・ 針葉樹・ 広葉樹合わせて5 0 0 本／h a を 目安と し ま す

後継樹の
発芽・ 育成

間伐

伐採

ムク ノ キ

イ タ ヤカエデ

シュ ロ 、
アオキ等の除伐
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 管理目標

目標植生⑤広葉樹林（ 自然遷移型）目標植生⑤広葉樹林（ 自然遷移型）

 現状と 課題

 ⾧期間にわたり 人の手が入ら ず、 森林の自然な遷移が進んでいま す。 林床では、 アオキなど の常緑低木が

密に繁茂し 、 光が届き にく く なっており 、 草本植物や亜高木層の樹木が育ちにく い状況です。

 林内には枯損木や枯れ枝が多く みら れま す。 こ れら は鳥や小動物など の生息場所と し て一定の効果を 発揮

し ていま すが、 林縁部や散策路沿いでは倒木・ 落枝のリ ス ク があり ま す。

 森林内部は、 人の手を 必要以上に加えず、 自然の移り 変わり を 尊重し ながら 、 生き も のの生息空間を 保ち

ま す。

 散策路沿いや林縁部など 、 人の利用がある 場所では、 安全性や景観に配慮し 、 住宅等と の緩衝機能も 踏ま

えた管理を 行いま す。

シラ カシ、 シロ ダモ、 アオキ等が繁茂し 暗い林内

過密な中低木

枯れ木 枯れ木

日の入る 散策路沿
いはツ ル等が繁茂

林床には落ち葉・ 枯枝

大径木は猛禽類の繁殖場所と し て、
危険のない範囲で継承

林床は原則手を加えず必要に応じ て中低木を除伐

枯れ木や枯れ枝を
残し 、 昆虫や小動
物のすみかに

住宅等緩衝区域

5 ～1 0 m
草地～ま ばら な林

散策路等から
離れた箇所で、
ツル等を残す

自然な遷移が進む樹林

現況

将来（ 20年後）
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 整備・ 維持管理のポイ ント

 アオキやシュ ロ など の中・ 低木は、 鳥が種子を運ぶこ と で急激に増え、 密生する と 草本層の発達を 妨げる

ため、 状況に応じ た間引き が必要です

 将来的に高木へと 成⾧ し 林冠を構成し う る 樹種（ シラ カシ、 アラ カシ、 ス ダジイ など ） です。 あら かじ め

育てていく 樹木と し て、 印を つける など し て、 管理にあたる と 良いです

【 初期整備】

 林縁部や散策路沿いでは、 ①の住宅等緩衝区域の整備を 行いま す。

 森林内部では、 アオキなど の常緑低木がびっ し り と 繁茂し ている 場所について、 林床に光が届く よ う に高木

や低木の間伐を 行いま す。

【 維持管理（ 必要に応じ て） 】

 自然遷移の流れを 見守り ながら 、 安全性や景観に配慮し た最小限の管理を 行いま す。 散策路沿いや林縁部で

は、 状況に応じ て下草刈り や樹木の整理を 実施し ま す。

 林床がつる 植物や常緑低木で覆われ、 広葉樹の更新が妨げら れている 場合には、 必要に応じ て除去や整理を

行いま す。

ササヤブや灌木の茂みを 好みま す

鳥にと っ て茂みは安全シェ ルタ ー

タ ヌ キ

ウ グイ ス メ ジロ

キン ラ ン ギン ラ ン ヤマユリ

林内で見ら れる 草花

 整備内容
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９  今今後後のの 進進めめ 方方   

木も れびの森の再生整備にあ た っ て は「 順応型管理」 の考え 方を 取り 入れ、 試行的に

整備を 進めな がら 、 現場で 得ら れる 知見を も と に柔軟に手法を 見直し 、 持続可能な 整

備・ 管理体制の構築を 目指し ま す。  

 

( 1)  全体的な 整備の考え 方 

  木も れびの森の整備・ 管理は、 都市部の緑地と し て の特性を 踏ま え 、 安全確

保を 最優先に進めま す。  

  整備の初期段階では、 林縁部や散策路沿いの危険木の除去、 住宅地に面し た

緩衝区域の整備な ど 、 リ ス ク の高い区域から 優先的に対応し ま す。  

  市民団体が活動し て いる 区域では、 整備・ 管理のモデルケ ース と し て 、 施工

方法や管理効果の検証を 行い、 現場で得ら れた 知見を 次のス テ ッ プへ活かし

ま す。  

  こ う し た 実践の積み重ねによ り 、 小規模な 整備から 段階的に対象エリ ア を 拡

大し 、 成果や課題を 踏ま え て 整備方針を 柔軟に更新し て いき ま す。  

 

( 2)  市民団体の管理地におけ る 柔軟な 対応 

  各エリ ア の整備・ 管理について は、 本計画で基本的な 方向性を 示し つつ、 現

場の状況や市民団体の活動方針に応じ て 柔軟に対応し ま す。  

  活動団体と 定期的に意見交換や調整を 行い、 必要に応じ て 計画内容の見直し

や改善も 適宜実施し ま す。  

 

( 3)  市民と 連携し た 森づく り  

整備が進むにつれ、 伐採や処理、 除草、 維持管理な ど 多く の人手や予算が必要に

な り ま す。 こ れら の課題に対応する た め、 業者委託だけ に頼ら ず、 市民と と も に支

え る 森づく り の仕組みを 構築し て いき ま す。  

  市民団体、 学校、 地元企業の CSR 活動、 市ホ ーム タ ウ ン チーム な ど と の連携

を 強化し ま す。  

  寄付やボラ ン テ ィ ア を 組み合わせた CSR 活動を 促進し 、 企業や地域の協力を

得て 管理体制を 充実さ せま す。  

  若年層や地域住民が気軽に参加でき る 自然体験やイ ベン ト 、 広報活動を 充実

さ せ、 関心の裾野を 広げま す。  

  除草や処理作業の効率化に向け て 、 ハン マーモア やチッ パーな ど の機械を 導

入し 、 作業負担の軽減を 図り ま す。  
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( 4)  発生材の有効活用 

整備に伴っ て 生じ る 枯損木や伐採木は、廃棄物ではな く 、森が育んだ大切な 資源です。 

こ れま では薪やチッ プと し て 活用し て き ま し た が、 今後はさ ら に幅広い利活用を 目指

し 、DI Y や木工品、地域イ ベン ト でのク ラ フ ト 素材な ど 多様な 用途を 模索し て いき ま す。  

 

９  おおわわ りり にに   

木も れびの森は、 首都圏近郊に 73ha の広さ を 持つ、 都市部に残さ れた 貴重な 自然空

間です。 市民に親し ま れ、 自然と ふれあ う 場と し て も 高く 評価さ れて おり 、「 奇跡の森」

と も いえ る 存在です。  

こ の森は、 かつて 人の手によ っ て 適切に維持さ れて き た 森で、 放置すればその特性は

失われ、 生態系や景観も 大き く 変化し て し ま いま す。  

樹木の高木化・ 老木化によ り 森の健全性が損な われて き て いる 今、人と 自然が共生し 、

市民が安全に親し める 森であ り 続け る た めには、 計画的か つ柔軟な 整備・ 管理を 進め、

木も れびの森の健全な環境を 守っ て いく こ と が不可欠です。  
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